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立入調査実施通知書

　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）第3条の規定により、空家等（居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物等及びその敷地をいいます。）の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています。
　あなた（相続人である場合を含みます。）が所有又は管理する下記の家屋等については、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要なため、下記のとおり法第9条第2項の規定により立ち入って調査を行いますので、その旨を同条第3項の規定により通知します。
　ついては、所有者等の立ち会いが可能な場合は、本通知が到達した日の翌日から起算して5日以内に下記まで連絡してください。
　なお、空家等の所有等又は状態が下記の内容と異なる場合又は既に何らかの措置をされている場合は、下記まで連絡してください。

記
	1　空家等の住所及び
所在地
	(住所) 北見市
(所在地) 北見市

	2　空家等の状態
（立入調査の理由）
	

	3　立入調査日
	本通知が到達した日の翌日から起算して5日を超えた日（立会いが可能な場合は市と協議して定めた日）

	4　立入職員の所属及び連絡先
	



・この通知による法第9条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法第30条第2項の　　　　規定に基づき、20万円以下の過料に処せられます。
